
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 関係資料 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
（１）関係法規 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

（平成十七年十一月九日法律第百二十四号） 

 

 第一章 総則（第一条―第五条） 

 第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等（第六条―第十九条） 

 第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等（第二十条―第二十五条） 

 第四章 雑則（第二十六条―第二十八条） 

 第五章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

   第一章 総則  

（目的） 

第一条  この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にと

って高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者

虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措

置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止

に資する支援（以下「養護者に対する支援」という。）のための措置等を定めることに

より、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者

の権利利益の擁護に資することを目的とする。  

（定義） 

第二条  この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。  

２  この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事

者等（第五項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従

事する者をいう。以下同じ。）以外のものをいう。  

３  この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事

者等による高齢者虐待をいう。  

４  この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為を

いう。  

一  養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 
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ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による

イ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外

傷を与える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

ホ 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者

から不当に財産上の利益を得ること。  

５  この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該

当する行為をいう。  

一  老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三に規定する老人福祉施設若

しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法（平成九年法律

第百二十三号）第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十四

項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十五項に規定する介護老人保健施設、同条第

二十六項に規定する介護療養型医療施設若しくは同法第百十五条の三十九第一項に規

定する地域包括支援センター（以下「養介護施設」という。）の業務に従事する者が、

当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲

げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき

職務上の義務を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外

傷を与える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る

こと。 

二  老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八

条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事

業、同条第二十一項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介

護予防サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しく

は同条第十八項に規定する介護予防支援事業（以下「養介護事業」という。）において

業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行

う前号イからホまでに掲げる行為  
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（国及び地方公共団体の責務等） 

第三条  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速か

つ適切な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機

関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなけ

ればならない。  

２  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並び

に養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わ

る専門的な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。  

３  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資

するため、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な

広報その他の啓発活動を行うものとする。  

（国民の責務） 

第四条  国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深め

るとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の

ための施策に協力するよう努めなければならない。  

（高齢者虐待の早期発見等） 

第五条  養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介

護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、

高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなけ

ればならない。  

２  前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活

動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければな

らない。  

 

 

 

   第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等  

（相談、指導及び助言） 

第六条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた

高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとす

る。  
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（養護者による高齢者虐待に係る通報等） 

第七条  養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者

の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しな

ければならない。  

２  前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見

した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。  

３  刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法

律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。  

第八条  市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定す

る届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務

上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはな

らない。  

（通報等を受けた場合の措置） 

第九条  市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護

者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の

確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六

条の規定により当該市町村と連携協力する者（以下「高齢者虐待対応協力者」という。）

とその対応について協議を行うものとする。  

２  市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規

定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高

齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により

生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に

保護するため迅速に老人福祉法第二十条の三に規定する老人短期入所施設等に入所さ

せる等、適切に、同法第十条の四第一項若しくは第十一条第一項の規定による措置を講

じ、又は、適切に、同法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。  

（居室の確保） 

第十条  市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十条の

四第一項第三号又は第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による措置を採るた

めに必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。  

（立入調査） 

第十一条  市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危

険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の三十九第二項の

規定により設置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務
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に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問を

させることができる。  

２  前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その

身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならな

い。  

３  第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解釈してはならない。  

（警察署長に対する援助要請等） 

第十二条  市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとす

る場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の

住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。  

２  市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応

じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。  

３  警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又

は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の

職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六

号）その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。  

（面会の制限） 

第十三条  養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十一条第一項

第二号又は第三号の措置が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介

護施設の長は、養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該

養護者による高齢者虐待を行った養護者について当該高齢者との面会を制限すること

ができる。  

（養護者の支援） 

第十四条  市町村は、第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者

に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。  

２  市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を

図るため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要と

なる居室を確保するための措置を講ずるものとする。  

（専門的に従事する職員の確保） 

第十五条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた

高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的

に従事する職員を確保するよう努めなければならない。  
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（連携協力体制） 

第十六条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた

高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法第二十条の七

の二第一項に規定する老人介護支援センター、介護保険法第百十五条の三十九第三項の

規定により設置された地域包括支援センターその他関係機関、民間団体等との連携協力

体制を整備しなければならない。この場合において、養護者による高齢者虐待にいつで

も迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。  

（事務の委託） 

第十七条  市町村は、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、第六条の規

定による相談、指導及び助言、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九

条第一項に規定する届出の受理、同項の規定による高齢者の安全の確認その他通報又は

届出に係る事実の確認のための措置並びに第十四条第一項の規定による養護者の負担

の軽減のための措置に関する事務の全部又は一部を委託することができる。  

２  前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職

員又はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知

り得た秘密を漏らしてはならない。  

３  第一項の規定により第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一

項に規定する届出の受理に関する事務の委託を受けた高齢者虐待対応協力者が第七条

第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出を受けた場

合には、当該通報又は届出を受けた高齢者虐待対応協力者又はその役員若しくは職員は、

その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏ら

してはならない。  

（周知） 

第十八条  市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、第七条第一項若しくは第二項の規

定による通報又は第九条第一項に規定する届出の受理、養護者による高齢者虐待を受け

た高齢者の保護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓口となる部局及び高

齢者虐待対応協力者の名称を明示すること等により、当該部局及び高齢者虐待対応協力

者を周知させなければならない。  

（都道府県の援助等） 

第十九条  都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互

間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。  

２  都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要

があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。  
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   第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等  

（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置） 

第二十条  養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修

の実施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事

業に係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備

その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものと

する。  

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等） 

第二十一条  養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事してい

る養介護施設又は養介護事業（当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う

者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。）において業務に従

事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場

合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。  

２  前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる

高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、

速やかに、これを市町村に通報しなければならない。  

３  前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われ

る高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならな

い。  

４  養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出る

ことができる。  

５  第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届

出の受理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。  

６  刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項

までの規定による通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同

じ。）をすることを妨げるものと解釈してはならない。  

７  養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由と

して、解雇その他不利益な取扱いを受けない。  

第二十二条  市町村は、前条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規

定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出

に係る養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当該養介護施設従事者等

- 95 - 



による高齢者虐待に係る養介護施設又は当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に

係る養介護事業の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。  

２  前項の規定は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第

一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市については、厚生労働

省令で定める場合を除き、適用しない。  

第二十三条  市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四

項の規定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員

は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏

らしてはならない。都道府県が前条第一項の規定による報告を受けた場合における当該

報告を受けた都道府県の職員についても、同様とする。  

（通報等を受けた場合の措置） 

第二十四条  市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報若しくは同条

第四項の規定による届出を受け、又は都道府県が第二十二条第一項の規定による報告を

受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正

な運営を確保することにより、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事

者等による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保

険法の規定による権限を適切に行使するものとする。  

（公表） 

第二十五条  都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養

介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で

定める事項を公表するものとする。  

   第四章 雑則  

（調査研究） 

第二十六条  国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の

適切な対応方法、高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者

虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に資する事項について調査及び研

究を行うものとする。  

（財産上の不当取引による被害の防止等） 

第二十七条  市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に

財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）に

よる高齢者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部
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局その他の関係機関を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による

高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。  

２  市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者につい

て、適切に、老人福祉法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。  

（成年後見制度の利用促進） 

第二十八条  国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の

保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見

制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等

を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。 

  

   第五章 罰則  

第二十九条  第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。  

第三十条  正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若し

くは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、

若しくは高齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰

金に処する。  

 

   附 則 

（施行期日） 

１  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。  

（検討） 

２  高齢者以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とするものに対

する虐待の防止等のための制度については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づ

いて必要な措置が講ぜられるものとする。  

３  高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための制度については、この法律の施行

後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基

づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  
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（２）関係通知 

 
① 老人福祉法第１１条の規定による措置事務の実施に係る指針について 

（平成１８年１月２４日付け老発第 0124001 号厚生労働省老健局長通知） 

（平成１８年４月１２日付け一部改正あり） 

 

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」という。）第１１条の規

定による措置に係る国庫負担金（以下「養護老人ホーム等保護費負担金」とい

う。）については、平成１６年度における三位一体改革により廃止し、一般財源

化されたところであるが、引き続き地方自治体における法第１１条の規定によ

る措置が適切かつ円滑に行われるよう支援していくため、今般、下記のとおり

指針を示すこととしたので、ご了知の上、管内市町村、関係施設等に周知され

たい。 

 なお、本通知は、地方自治体（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第

１項の規定による技術的助言とする。→自治事務に対する技術的助言 

 また、本通知の施行に伴い、「老人保護措置費の国庫負担の取扱について」（平

成１６年７月１３日老発第 0713002 号）は平成１６年度限りで廃止する。 

 

記 

 

老人福祉法第１１条の規定による措置事務の実施に係る指針 

 

 法第１１条の規定による措置に要する費用の算定にあたっては、別紙１「老

人保護措置費支弁基準」により算定した額の合計額から、別紙２「費用徴収基

準」により算定した徴収すべき額及びその他の収入額を控除した額を基本とす

るものであること。 

 

別紙２ 

 

費用徴収基準 

 

１．養護老人ホーム、養護委託による措置 

（１）法第１１条第１項第 1号、第３号及び第２項（養護老人ホーム及び養護    

委託に限る。）に規定する措置に要する費用にかかる法第２８条の規定に  

よる徴収金の額は、月額によって決定するものとし、その徴収額は、養

護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表１の

対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定し

た額とし、その主たる扶養義務者については別表２の税額等による階層
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区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とすること。た

だし、月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に

転入し、若しくは転出した被措置者にかかるその入退所し、又は転入出

した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額（円未

満切捨て）とすること。 

当該月の実措置日数 
基準月額 × 

当該月の実日数 

 

（２）上記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定 

   により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込を行った者 

  の徴収額については、市町村長が必要と認める場合には、別表１の規定に 

かかわらず、別途上限を設けることができる。 

   なお、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定し 

  た被措置者の費用徴収額を基準に算定すること。 

 

２.やむを得ない措置 

  法第１１条第１項第２号及び第２項（特別養護老人ホームに限る。）に規 

 定する特別養護老人ホームの措置に要する費用にかかる法第２８条の規定 

による徴収金の額は、法第２１条の２の規定に基づき、支弁することを要し 

ないとされた額（介護保険給付を受けることができる者でない場合には、こ 

れに相当する額）を除いた額（ただし、その額を適用すれば、生活保護を必 

要とする状態になる者については、０円）とする。 

  なお、措置に要する費用については、特別養護老人ホームにおいて保険給 

付の対象となる額のほか、食費及び居住費が含まれる。 
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② 老人ホームへの入所措置等の指針について 

（平成１８年３月３１日付け老発第 0331028 号厚生労働省老健局長通知） 
 
 介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号）により、養

護老人ホームに係る老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」とい

う。）の一部改正が行われることに伴い、同法第１１条の規定による入所措置等

に係る指針を下記のとおり定めたので、ご了知の上、管内市町村、関係施設等

に周知されたい。 
 なお、本通知は平成１８年４月１日から施行することとし、これに伴い、「老

人ホームへの入所措置等の指針について」（昭和６２年１月３１日社老第８号）

は、平成１８年３月３１日をもって廃止する。 
 
記 

 
老人ホームへの入所措置等の指針 
 
第１ 入所措置の目的 
  法第１１条の規定による養護老人ホームへの入所等の措置は、６５歳以上

の者であって、在宅において日常生活を営むのに支障があるものに対して、

心身の状況、その置かれている環境の状況等を総合的に勘案して、適切に行

われるよう努めなければならない。 
  なお、同条第１項第２号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置に

ついては、やむを得ない事由により介護保険法（平成９年法律第１２３号）

に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められ

るときに限られるものであるが、「やむを得ない事由」としては、 
  （１）６５歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当す

る介護福祉施設サービスに係る保険給付を受けることができる者が、やむ

を得ない事由（※）により介護保険の介護福祉施設サービスを利用するこ

とが著しく困難であると認められる場合 
（※）「やむを得ない事由」とは、事業者と「契約」をして介護サービスを

利用することや、その前提となる市町村に対する要介護認定の「申請」を

期待しがたいことを指す。 
（２）６５歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者によ

る高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合、又は６５歳以

上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための

支援を必要と認められる場合 
が想定されるものである。 
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第２ 福祉事務所長への委任 
  法第１１条の規定による措置については、市及び福祉事務所を設置する町

村にあっては福祉事務所長に委任することができる。 
 
第３ 入所判定委員会の設置 
 １ 市町村長（委任を受けた福祉事務所長を含む。以下同じ。）は、老人ホー

ムへの入所措置を判定するため、市町村（福祉事務所長が委任を受けてい

る場合にあっては、当該福祉事務所）内に老人福祉指導主事、市町村老人

福祉担当者、保健所長、医師（精神科医を含む。）、地域包括支援センター

長及び老人福祉施設長のそれぞれの代表者で構成する「入所判定委員会」

を設置し、入所措置の開始、変更等に当たっては、入所判定委員会の意見

を聞くものとする。 
   なお、市町村長は、市町村又は直営の地域包括支援センターが中心とな

り、定期的に開催される会議（以下「市町村包括ケア会議」という。）に入

所判定委員会の機能を付与することができるものとする。この場合におい

ても、同会議には、当該市町村の老人福祉担当者、医師（精神科の判断が

必要な場合には精神科医）及び老人福祉施設関係者の参加を要するものと

する。 
   ただし、特別養護老人ホームに係る判定については、介護保険法第１４

条に基づく介護認定審査会における同法第２７条に基づく要介護認定の結

果を基本とするものとし、入所判定委員会を開催しないこととして差し支

えない。 
 ２ 入所判定委員会（入所判定委員会の機能を付与された市町村包括ケア会

議を含む。）の開催に当たっては、養護老人ホームの求めに応じて行うこと

ができるものとする。 
 ３ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成

１７年１１月９日法律第１２４号）第９条の規定により、養護者による高

齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると

認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、入所判定委員

会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。 
 
第４ 入所措置の要否判定 
 １ 養護老人ホームに係る入所措置の要否の検討に当たっては、入所判定委

員会（入所判定委員会の機能を付与された市町村包括ケア会議を含む。）に

おいて、本通知中「第５ 老人ホームへの入所措置の基準」に基づき、そ

の者の健康状態、その置かれている環境の状況等について総合的に判定を

行い、その結果を市町村長に報告するものとする。 
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第５ 老人ホームの入所措置の基準 
 １ 養護老人ホーム 
   法第１１条第１項第１号の規定により、老人を養護老人ホームに入所さ

せ、又は、入所を委託する措置は、当該老人が次の（１）及び（２）のい

ずれにも該当する場合に行うものとする。 
 （１）環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。 

事 項 基   準 
ア 健康状態 
 
 
 
 
 
イ 環境の状況 

 入院加療を要する病態でないこと。 
 なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含め

た健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染

症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除

き、措置を行わない正当な理由には該当しないものであ

る。 
 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では

在宅において生活することが困難であると認められるこ

と。 
 （注）法では、養護老人ホームへの入所要件を「環境上の理由及び経済的理

由」と規定しているが、これは、措置に当たり改正前に規定されていた「身

体上若しくは精神上」の理由は問わないこととする趣旨であり、「身体上若

しくは精神上」の理由を有する者を措置の対象外とするものではない。 
 （２）経済的事情については、老人福祉法施行令第２条に規定する事項に該

当すること。 
２ 特別養護老人ホーム 
   法第１１条第１項第２号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入

所させ、又は、入所を委託する措置は、当該老人が、要介護認定において

要介護状態に該当し、かつ、健康状態が１（１）アの基準を満たす場合に

行うものとする。 
なお、胃ろう、経管栄養の状態にあることのみをもって、入所措置を行

わない理由とはならないものであること。 
 
第６ 養護委託の措置の基準 
  次のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置を行わないものとする。 
１ 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すお

それがある場合 
２ 養護受託者が老人の扶養義務者である場合 

 
第７ 措置の開始、変更及び廃止 
 １ 措置の開始 
   老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人について 
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は、措置を開始するものとする。 
  なお、措置を開始した後、随時、当該老人及びその家族を訪問し、必要な 
調査及び指導を行うものとする。 

 ２ 措置の変更 
   養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所又は養護受託者への委 
託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとるこ 
とが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を 
変更するものとする。 

 ３ 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受け 
ている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃 
止するものとする。 

 （１）措置の基準に適合しなくなった場合  
 （２）入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所 

で生活する期間が３箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、 
又はおおむね３箇月を超えるに至った場合 

 （３）養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基 
づく施設サービスの利用が可能になった場合 

 （４）特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得な 
い事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能に 
なった場合 

 ４ 措置後の入所継続の要否 
   老人ホームの入所者については、年１回入所継続の要否について見直す 
ものとする。 

 
第８ ６５歳未満の者に対する措置 
 １ 法第１１条第１項第１号又は第３号に規定する措置 
   法第１１条第１項第１号又は第３号に規定する措置において、６５歳未 
満の者であって特に必要があると認められるものは、法第１１条第１項第 
１号又は第３号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、６０歳以 
上の者について行うものとする。 

   ただし、６０歳未満の者であって次のいずれかに該当するときは、老人 
ホーム入所措置の行うものとする。 
（１）老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満 
たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができ 
ないとき。 

 （２）初老期における認知症（介護保険法施行令（平成１０年１２月２４日 
政令第４１２号）第２条第６号に規定する初老期における認知症をい 
う。）に該当するとき。 

 （３）その配偶者が老人ホームの入所措置の措置を受ける場合であって、か 
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つ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に 
適合するとき。 

２ 法第１１条第１項第２号に規定する措置 
   法第１１条第１項第２号に規定する措置において、６５歳未満の者であ 
って特に必要があると認められるものは、法第１１条第１項第２号の措置 
の基準に適合する者であって、介護保険法第７条第３項第２号に該当する 
ものについて行うものとする。 

 
第９ 居宅における介護等に係る措置 
   法第１０条の４第１項各号に規定する措置については、特別養護老人ホ 
ームへの入所措置と同様、６５歳以上の者であって、身体上又は精神上の 
障害があるために日常生活を営むのに支障がある者等が、やむを得ない事 
由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又 
は認知症対応型共同生活介護（以下「訪問介護等」という。）を利用するこ 
とが著しく困難と認めるときに、必要に応じて市町村が措置を採ることが 
できることとされているものであり、やむを得ない事由の解消により、介 
護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能になった場合には措置は廃止す 
るものとする。 
  なお、「やむを得ない事由」としては、 

 （１）６５歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当する 
居宅サービスに係る保険給付を受けることができる者が、やむを得ない 
事由により介護保険の居宅サービスを利用することが著しく困難である 
と認められる場合 

  （※）「やむを得ない事由」とは、事業者と「契約」をして介護サービスを 
利用することや、その前提となる市町村に対する要介護認定の「申請」 
を期待しがたいことを指す。 

  （２）６５歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者によ 
る高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合、又は６５歳 
以上の者の養護者がその心身の状況に照らし養護の負担の軽減を図るた 
めの支援を必要と認められる場合 

  が想定されるものである。 
 
第１０ 留意事項 
  今回の改正に伴い、（別紙）老人ホーム入所判定審査票は廃止するが、入所 
措置の要否判定においては、これまでの老人ホーム入所判定審査票の内容を 
参考としつつ、それぞれの地域の実情に応じて、これに代わる審査票を作成 
する等、総合的な判定に支障が生じないように努められたい。 
 

（下線については、マニュアル委員会で加筆） 
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③「老人保護措置費に係る各種加算等の取扱いについて」の一部改正について 

（平成１８年４月１２日付け老発第 0412002 号厚生労働省老健局長通知） 
  
標記については、「老人保護措置費に係る各種加算等の取扱いについて」（平

成１８年１月２４日老発第 0124003号厚生労働省老健局長通知）により行われ
ているところであるが、今般、平成１８年４月１日より、養護老人ホームの入

所者に係る介護ニーズに対しては介護保険サービスにより対応することとした

ことに伴いその一部を別紙のとおり改正し、平成１８年４月１日から適用する

こととしたので通知する。 
 なお、主な改正内容は下記のとおりであるので、都道府県知事におかれては、

ご了知のうえ、管内市町村長に対し、この旨通知願いたい。 
 ○ 次の加算を新設したこと。 
 （１）障害者等加算 
     要支援、要介護非該当者であり、かつ、長期間の援護を要する者（ア

ルコール中毒患者、知的障害者等）が入所定員の一定割合以上入所し

ている養護老人ホームで市町村長が認定した施設において、加算対象

者ごとに加算する。 
 （２）夜勤体制加算 
     夜勤体制を取っている施設に対して加算する。 
 （３）老人短期入所加算 
     原則として要支援、要介護非該当者であり、かつ、高齢者虐待等に

より、在宅において生活することが一時的に困難となった者であって、

介護保険の短期入所介護生活介護等の利用や、やむを得ない事由によ

る短期入所の措置が著しく困難である者を入所させた場合に加算する。 
 （４）介護サービス利用者負担加算 
     養護老人ホームの入所者が介護保険サービスを利用した場合、その

利用に係る利用者負担の一部について加算する。 
 （５）高度処遇加算 
    （施設機能強化推進費のメニューとして位置付け） 
     入所者に対する処遇の向上を図るため、質の高い取組を行っている

施設に対し加算する。 
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④ ○○市（町村）成年後見制度利用支援事業実施要綱（参考例） 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の権利

擁護の促進を目的として、成年後見制度利用支援事業（以下「事業」という。）の実

施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（事業の内容） 

第２条 市（町村）長は、予算の範囲内で、次に掲げる事業の実施に必要な経費の全部

又は一部を負担又は補助することができる。 

(１) 審判の請求 

(２) 家事審判法（昭和２２年法律第１５２号）第７条において準用する非訟事件手

続法（明治３１年法律第１４号）第２６条の規定により、審判の請求に係る費用（以

「審判請求費用」という。）の全部負担 

(３) 民法（明治２９年法律第８９号）に規定する成年後見人、保佐人及び補助人（以 

下「成年後見人等」という。）の業務に係る報酬等に対する補助 

 

（審判の請求） 

第３条 市（町村）長は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第３２条、知的障

害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第２７条の３及び精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第５１条の１１の２の規定に基づき、

当該各規定に定める者について、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、

審判の請求を行うことができる。 

 

（審判の対象者） 

第４条 審判の対象者は、市（町村）に住所を有する（医療機関又は社会福祉施設等に

住所を有する場合を除く。）又は市（町村）が実施する高齢者及び障害者福祉制度に

より扶助している高齢者、知的障害者及び精神障害者（以下「要支援者」という。）

のうち、次に掲げる事項を総合的に考察した上で決定するものとする。 

(１) 事理を弁識する能力の程度 

(２) 二親等内の親族の存否、当該親族による審判の対象者保護の可能性及び当該親

族が審判請求を行う見込み。ただし、三親等又は四親等の親族であって、審判請求

のできる者の存在が明らかである場合は、この限りでない。 

(３) 市（町村）又は関係機関が行う各種支援施策の活用の適否 

(４) 生活、経済の状況及び要支援者の福祉を図るために必要な事項 

 

（審判請求の要請） 

第５条 次に掲げる者は、前条に定める要支援者が、後見開始等審判の請求を必要とす

る状態にある者と判断したときは、市（町村）長に対し審判の請求を要請することが

できる。 

(１) 民生委員 

(２) 要支援者の親族以外の者で当該要支援者の日常生活の援助者（社会福祉法人等

の職員を含む。） 

(３) 老人福祉法第５条の３に規定する老人福祉施設の職員 

(４)介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第１９項に規定する介護保険施設

の職員 

(５) 知的障害者福祉法第５条第一項に規定する知的障害者援護施設の職員 
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(６) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に規定する病院又は診療所の

職員 

(７) 地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第５条第１項に規定する保健所の職

員 

(８) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５０条の２に規定する精神障害

者社会復帰施設の職員 

２ 前項の要請は、審判の請求要請書により行うものとする。 

 

（要請者への回答） 

第６条 市（町村）長は、前条第１項各号に掲げる者から後見開始等審判の請求の要請

があった場合において、当該要請に対する対応を決定したときは、後見開始等審判の

請求要請に対する回答書により、当該要請をした者に回答するものとする。 

 

（審判の請求の種類） 

第７条 市（町村）長が行うことができる審判請求の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 民法第７条に規定する後見開始の審判 

(２) 民法第１１条に規定する保佐開始の審判 

(３) 民法第１３条第２項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判 

(４) 民法第１５条第１項に規定する補助開始の審判 

(５) 民法第１７条第１項に規定する補助人に同意権を付与する審判 

(６) 民法第８７６条の４第１項に規定する保佐人に代理権を付与する審判 

(７) 民法第８７６条の９第１項に規定する補助人に代理権を付与する審判 

  

（審判請求費用の求償） 

第８条 市（町村）長は、審判請求費用に関し、審判の対象者又は当該関係者が負担す

べきであると認めたときは、市が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事

件手続法第２８条の命令に関する職権発動を促す申立てを審判請求と同時に家庭裁

判所に対して行うことができる。 

 

（成年後見人等の支援対象者） 

第９条 第２条第３号に規定する補助を受けることができる者は、要支援者のうち、民

法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする。 

 

（利用の申請） 

第 10 条 前条に規定する者であって事業を利用しようとする者（以下「利用者」とい

う。）又は当該利用者の成年後見人等で代理権を有するもの（以下「利用者に係る当

該後見人等」という。）は、○○市（町村）成年後見人等の支援補助金交付申請書に

後見等の開始の事実を明らかにする書類等を添えて市（町村）長に申請するものとす

る。 

 

（利用の決定） 

第 11 条 市（町村）長は、前条の申請を受理した場合において、利用者が次の各号の

いずれかに該当するときは○○市（町村）成年後見人等の支援補助金交付決定通知書

により、いずれにも該当しないときは○○市（町村）成年後見人等の支援補助金交付

却下通知書により、利用者又は当該利用者に係る成年後見人等に通知するものとする。 

(１) 第２条第３号の補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある

者 

(２) 現に生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に定める被保護者である者 
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(３) 成年後見人等の報酬等を負担することで生活保護法による要保護者となる者 

２ 第２条第３号の補助の額は、家庭裁判所が決定する１月当たりの成年後見人等報酬

に相当する額とし、社会福祉施設等に入所している者にあっては◎◎◎円を、その他

の者にあっては◎◎◎円を限度とする。 

 

（補助金の請求） 

第 12 条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた利用者又は利用者に係る

成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業補助金請求書を市（町村）長に提出しな

ければならない。 

２ 前項に定める補助金請求は、費用を支払った日から起算して２月以内に申請しなけ

ればならない。 

 

（成年後見人等の報告義務） 

第 13 条 補助金の交付を受けた利用者に係る成年後見人等は、当該利用者の資産状況

及び生活状況に変化があったときは、速やかに、市（町村）長に報告しなければなら

ない。 

（補助金の返還） 

第 14 条 市（町村）長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた者があるとき

は、その者に対して、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 

（補助の廃止等） 

第 15 条 市（町村）長は、補助金の交付を受けた利用者の死亡又は資産状況若しくは

生活状況の変化等により補助の理由が消滅し、又は著しく変化したと認めるときは、

補助を廃止し、又は補助金額の増減を行うことができる。 

 

（○○市（町村）成年後見審判申立審査会） 

第 16 条 審判請求要請の適否及び審判の種類を審査するため、○○市（町村）成年後

見審判申立審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会の委員は、次に掲げる者とする。 

(１) △△部長 

(２) △△部▲▲課長 

(３) △△部□□課長 

(４) △△部●●課長 

３ 審査会の会長は、△△部長をもって充てる。 

４ 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。 

５ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を行う。 

 

（審査会の議事） 

第 17 条 審査会の会議は、委員の要請により会長が招集する。 

２ 会議は、委員の４分の３以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところ

による。 

４ 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べ

させることができる。 

 

（庶務） 

第 18 条 審査会の庶務は、△△部□□課において処理する。 
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（その他） 

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１８年■月■日から施行する。 
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（３）社会資源リスト 

○愛知県内高齢者虐待対応窓口 

市町村名 担当課等名 電 話 番 号 

高齢福祉医療課 平日：０５３２－５１－２３３０ 

夜間・休日：０５３２－５１－２４２１ 

（防災センター）

豊 橋 市 

中央地域包括支援センター 平日：０５３２－５４－７１７０ 

夜間・休日：０５３２－５４－７１７０ 

岡 崎 市 介護保険課 平日：０５６４－２３－６８３８ 

夜間・休日：０５６４－２３－６１１１（宿直室）

一 宮 市 高年福祉課 平日：０５８６－２８－９０２１ 

夜間・休日：０５８６－２８－８１００（宿直室）

瀬 戸 市 高齢者福祉課 平日：０５６１－８８－２６２６（直通） 

夜間・休日：０５６１－８２－７１１１（警備員室）

半 田 市 高齢福祉課 平日：０５６９－２１－３１１１ 

(内線２９９，５４４)

夜間・休日：０５６９－２１－３１１１（宿直室）

春日井市 介護保険課 平日：０５６８－８５－６１９６ 

夜間・休日：０５６８－８１－５１１１（守衛室）

介護高齢課 平日：０５３３－８９－２１０５ 

夜間・休日：０５３３－８９－２１１１（当直室）

北部地域包括支援センター 平日：０５３３－８８－７２６０ 

夜間・休日：０５３３－８８－７２６０ 

豊 川 市 

南部地域包括支援センター 平日：０５３３－８９－８８２０ 

夜間・休日：０５３３－８９－８８２０ 

津 島 市 高齢介護課 平日：０５６７－２４－１１１１（内線２１４５）

夜間・休日：０５６７－２４－１１１１（宿直室）

碧 南 市 在宅ケアセンター 平日：０５６６－４６－５５１２ 

夜間・休日：０５６６－４１－３３１１（警備員室）

刈 谷 市 長寿課 平日：０５６６－６２－１０１３ 

夜間・休日：０５６６－２３－１１１８（宿直室）

豊 田 市 高齢福祉課 平日：０５６５－３４－６６３４ 

夜間・休日：０５６５－３１－１２１２（警備室）

高齢福祉課 平日：０５６６－７６－１１１１ 

（内線２２８２，２２８３）

夜間・休日：０５６６－７６－１１１１（当直室）

安 城 市 

地域包括支援センター 平日：０５６６－７７－２９４５ 

福祉部長寿課 平日：０５６３－５６－２１１１（内線１７７） 

夜間・休日：０５６３－５６－２１１１（当直室）

西 尾 市 

地域包括支援センター 平日：０５６３－５６－１０２１ 

夜間・休日：０５６３－５６－１０２１ 

蒲 郡 市 長寿課 平日：０５３３－６６－１１０５ 

夜間・休日：０５３３－６６－１１１１（当直室）
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市町村名 担当課等名 電 話 番 号 

犬 山 市 長寿社会課 平日：０５６８－６１－１８００（内線２４８） 

夜間・休日：０５６８－６１－１８００（宿直室）

健康福祉課 平日：０５６９－３４－７０００ 

夜間・休日：０５６９－３５－５１１１ 

（市役所宿直室）

常 滑 市 

地域包括支援センター 平日：０５６９－３４－７１２８  

江 南 市 長寿介護保険課 平日：０５８７－５４－１１１１（内線２５６） 

夜間・休日：０５８７－５４－１１１１（宿直室）

介護保険課 平日：０５６８－７６－１１９７ 

（内線１９７，１９８）

夜間・休日：０５６８－７２－２１０１（警備室）

小 牧 市 

地域包括支援センター 平日：０５６８－７７－２８９３ 

夜間・休日：０５６８－７７－２８９３ 

稲 沢 市 高齢介護課 平日：０５８７－３２－１１１１ 

（内線４１５，４６１）

夜間・休日：０５８７－３２－１１１１（守衛室）

介護高齢課 平日：０５３６－２３－７６８８ 

夜間・休日：０５３６－２３－１１１１ 

（日直、宿直）

新 城 市 

地域包括支援センター 平日：０５３６－２３－６８１０ 

夜間・休日：０５３６－２３－６８１０ 

東 海 市 保健福祉課 平日：０５２－６８９－１６００（内線５０２） 

夜間・休日：０５２－６０３－２２１１（宿直室）

０５６２－３３－１１１１（宿直室）

福祉課 平日：０５６２－４５－６２２８ 

夜間・休日：０５６２－４７－２１１１（宿直室）

大 府 市 

高齢者虐待防止センター 
（大府西包括支援センター内）

平日：０５６２－４５－５４５５ 

夜間・休日：０５６２－４５－５４５５ 

知 多 市 福祉課 平日：０５６２－３３－３１５１（内線２７１） 

夜間・休日：０５６２－３３－３１５１（宿直） 

知 立 市 長寿介護課 平日：０５６６－８３－１１１１（内線１４７） 

夜間・休日：０５６６－８３－１１１１ 

（夜間事務室）

尾張旭市 長寿課 平日：０５６１－５３－２１１１（内線３０７） 

夜間・休日：０５６１－５３－２１１１（宿直室）

高 浜 市 いきいき広場 

保健福祉グループ 

平日：０５６６－５２－９８７１ 

（午前８時３０分～午後９時） 

夜間・休日：０５６６－５２－９８７１ 

（年末年始除く午前８時３０分～午後５時 ）

岩 倉 市 生きがい課 平日：０５８７－６６－１１１１（内線６３３） 

０５８７－３８－５８１１（直通) 

夜間・休日：０５８７－６６－１１１１（宿直室）

高齢者福祉課 平日：０５６２－９２－１２６１(直通） 

夜間・休日：０５６２－９２－１１１１（守衛室）

豊 明 市 

地域包括支援センター 平日：０５６２－９２－１２９８（直通） 
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市町村名 担当課等名 電 話 番 号 

長寿支援課 平日：０５６１－７３－１４９７（ダイヤルイン）

夜間・休日：０５６１－７３－７１１１（宿直室）

中部地域包括支援センター 平日：０５６１－７３－４８９０ 

夜間・休日：０５６１－７３－４８９０ 

東部地域包括支援センター 平日：０５６１－７４－１３００ 

夜間・休日：０５６１－７４－１３００ 

日 進 市 

西部地域包括支援センター 平日：０５２－８０６－２６３７ 

夜間・休日：０５２－８０６－２６３７ 

田 原 市 福祉課 平日：０５３１－２３－４６５４ 

夜間・休日：０５３１－２２－１１１１（宿直室）

愛 西 市 地域包括支援センター 平日：０５６７－２５－５３００（直通） 

夜間・休日：０５６７－２５－１１１１ 

（佐織庁舎宿直室）

清 須 市 高齢福祉課 平日：０５２－４００－２９１１ 

（内線３１３１，３１３２）

夜間・休日：０５２－４００－２９１１（宿直室）

北名古屋市 福祉西グループ 平日：０５６８－２２－１１１１ 

（内線２２７，２２８）

夜間・休日：０５６８－２２－１１１１（宿直室）

弥 富 市 介護高齢課 平日：０５６７－６５－１１１１（内線１７２） 

夜間・休日：０５６７－６５－１１１１（宿直室）

東 郷 町 福祉課 平日：０５６１－３８－３１１１（内線２１１２)

夜間・休日：０５６１－３８－３１１１（宿直室）

長久手町 民生部福祉課 平日：０５６１－６３－１１１１ 

（内線１２２，１２５）

夜間・休日：０５６１－６３－１１１１（宿直室）

（宿直室経由で担当へ連絡）

豊 山 町 地域包括支援センター 平日：０５６８－２８－０９３２ 

夜間・休日：０５６８－２８－０００１（宿直室）

春 日 町 福祉部福祉課 平日：０５２－４００－３８６３ 

０５２－４０８－０９００  

夜間・休日：０５２－４００－３８６１（宿日直）

大 口 町 福祉課 平日：０５８７－９４－１２２２ 

夜間・休日：０５８７－９５－１１１１（宿直室）

扶 桑 町 生きがい課 平日：０５８７－９３－１１１１ 

（内線２３２，２３６）

夜間・休日：０５８７－９３－１１１１（当直室）

七 宝 町 民生課 平日：０５２－４４１－７１１１ 

夜間・休日：０５２－４４１－７１１１（宿直室）

美 和 町 町民課 平日：０５２－４４４－１００１（内線２６０） 

０５２－４４４－０９８２ 

夜間・休日：０５２－４４４－１００１（宿日直）

総合福祉会館 

 

平日：０５２－４４４－１１７７ 

夜間・休日：０５２－４４４－３１６６ 

（宿直・日直）

甚目寺町 

地域包括支援センター 平日：０５２－４４２－８０３６ 
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市町村名 担当課等名 電 話 番 号 
大 治 町 福祉部民生課 平日：０５２－４４４－２７１１（内線１６８） 

夜間・休日：０５２－４４４－２７１１（宿直室）

蟹 江 町 福祉課 平日：０５６７－９５－１１１１（内線１３２） 

夜間・休日：０５６７－９５－１１１１（宿直室）

飛 島 村 保健福祉課 

地域包括支援センター 

平日：０５６７－５２－１００１ 

夜間・休日：０５６７－５２－１２３１（宿直室）

阿久比町 保険課 

（在宅介護支援センター）

平日：０５６９－４８－１１１１ 

（内線２２８，２９０）

夜間・休日：０５６９－４７－０２０５ 

福祉課 平日：０５６２－８３－３１１１ 

夜間・休日：０５６２－８３－３１１１（宿日直室）

東 浦 町 

東浦地域包括支援センター 平日：０５６２－８２－２９４１ 

南知多町 保健介護課 平日：０５６９－６５－０７１１ 

（内線５４０，５４１）

夜間・休日：０５６９－６５－０７１１（宿直室）

美 浜 町 民生課 平日：０５６９－８２－１１１１（内線３６１） 

夜間・休日：０５６９－８２－１１１１（宿直室）

武 豊 町 福祉課 平日：０５６９－７２－１１１１（内線３２９） 

夜間・休日：０５６９－７２－１１１１（宿直室）

一 色 町 健康福祉部福祉課 平日：０５６３－７２－９６０５ 

夜間・休日：０５６３－７２－７１１１（宿直室）

吉 良 町 健康福祉部福祉課 平日：０５６３－３２－１１１８ 

夜間・休日：０５６３－３２－１１１１（宿直室）

幡 豆 町 福祉課 平日：０５６３－６３－０１１５ 

夜間・休日：０５６３－６２－５５１１（宿直室）

幸 田 町 福祉介護課 平日：０５６４－６２－１１１１（内線１２５） 

夜間・休日：０５６４－６２－１１１１（夜間窓口）

三 好 町 高齢福祉課 

地域包括支援センター 

平日：０５６１－３２－８５００ 

夜間・休日：０５６１－３２－２１１１（警備員室）

設 楽 町 町民課 平日：０５３６－６２－０５１１（内線１５） 

夜間・休日：０５３６－６２－０５１１（宿直室）

東 栄 町 住民課 平日：０５３６－７６－０５０３ 

夜間・休日：０５３６－７６－０５０１（宿直室）

豊 根 村 住民課 平日：０５３６－８５－１３１１（内線１６） 

夜間・休日：０５３６－８５－１３１１（宿直室）

音 羽 町 保健課 平日：０５３３－８８－８００４ 

（内線１４２，１４３）

夜間・休日：０５３３－８８－８０００（宿直室）

小坂井町 健康福祉課 平日：０５３３－７８－２１１５ 

夜間・休日：０５３３－７８－２１１１（宿直室）

御 津 町 安心課 平日：０５３３－７７－１５００ 

夜間・休日：０５３３－７５－２１２１（宿直） 
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○愛知県内地域包括支援センター               （平成１９年１月１日現在） 

市町村名 名  称 電 話 番 号 

さわらび地域包括支援センター ０５３２－５４－３５２１

赤岩荘地域包括支援センター ０５３２－６６－１２６２

地域包括支援センターケアコープ豊橋 ０５３２－６５－８４７７

地域包括支援センターすこやかの里 ０５３２－６４－７７７１

地域包括支援センター尽誠苑 ０５３２－６５－２７３３

地域包括支援センターみのり ０５３２－５１－１３３６

地域包括支援センターコープ豊橋中央 ０５３２－５３－１５１１

明陽苑地域包括支援センター ０５３２－３３－３１４６

地域包括支援センターベルヴューハイツ ０５３２－３３－８０００

地域包括支援センター作楽荘 ０５３２－４８－９０００

弥生王寿園地域包括支援センター ０５３２－３８－０５０８

福祉村地域包括支援センター ０５３２－４５－５１３０

彩幸地域包括支援センター ０５３２－２３－６０１５

豊橋市東部地域包括支援センター ０５３２－６４－６６６６

豊橋市中央地域包括支援センター ０５３２－５４－７１７０

豊 橋 市 

豊橋市南部地域包括支援センター ０５３２－２５－７１００

高年者センター岡崎地域包括支援センター ０５６４－５５－８３９９

中央地域福祉センター地域包括支援センター ０５６４－２５－３１９９

北部地域福祉センター地域包括支援センター ０５６４－４５－１６９９

南部地域福祉センター地域包括支援センター ０５６４－４３－６２９９

西部地域福祉センター地域包括支援センター ０５６４－３２－０１９９

竜美地域包括支援センター ０５６４－５５－０７５１

かわいの里地域包括支援センター ０５６４－４７－３３３３

やはぎ苑地域包括支援センター ０５６４－３４－２３４５

なのはな苑地域包括支援センター ０５６４－５７－８０８７

岡 崎 市 

額田地域包括支援センター ０５６４－８２－４３７０

一宮市地域包括支援センターやすらぎ ０５８６－６１－３３５０

一宮市地域包括支援センター 

コムネックスみづほ 
０５８６－８６－７０００

一宮市地域包括支援センターアウン ０５８６－５１－１３８４

一宮市地域包括支援センターちあき ０５８６－８１－１７１１

一宮市地域包括支援センター萩の里 ０５８６－６７－３６３３

一 宮 市 

一宮市地域包括支援センター泰玄会 ０５８６－６１－８２７３

やすらぎ地域包括支援センター ０５６１－８４－２８３３

ふたば地域包括支援センター ０５６１－８７－４１３０

はたやま地域包括支援センター ０５６１－８４－３１１３

地域包括支援センターしなの ０５６１－４１－３２３１

地域包括支援センターせと ０５６１－９７－０５１１

水野地域包括支援センター ０５６１－８６－８７７０

瀬 戸 市 

地域包括支援センター中央東 ０５６１－８７－５０８３
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市町村名 名  称 電 話 番 号 

半 田 市 半田市包括支援センター ０５６９－２３－８１４４

地域包括支援センターあさひが丘 ０５６８－９３－１３１４

地域包括支援センター春緑苑 ０５６８－８８－８３０３

地域包括支援センター友愛 ０５６８－５１－１８４０

春日井市社会福祉協議会地域包括支援センター ０５６８－８７－５３７７

春日井市医師会地域包括支援センター ０５６８－８９－３０２７

地域包括支援センターグレイスフル春日井 ０５６８－８９－２３９１

地域包括支援センター第２グレイスフル春日井 ０５６８－３２－１１３７

地域包括支援センター勝川 ０５６８－３３－８２３６

地域包括支援センター第２春緑苑 ０５６８－５６－９１６６

春日井市 

春日井市社会福祉事業団地域包括支援センター ０５６８－５６－８６１１

豊川市北部地域包括支援センター ０５３３－８８－７２６０豊 川 市 

豊川市南部地域包括支援センター ０５３３－８９－８８２０

津島市北地域包括支援センター ０５６７－２２－４７７１

津島市中地域包括支援センター ０５６７－２３－３４６３

津 島 市 

津島市南地域包括支援センター ０５６７－３２－２６３１

碧 南 市 碧南市地域包括支援センター ０５６６－４６－５５１２

刈 谷 市 刈谷中央地域包括支援センター ０５６６－２３－０２８０

地域福祉サービスセンター ０５６５－３２－４３４２

豊田地域ケア支援センター ０５６５－３４－３２０９

かも地域包括支援センター ０５６５－３１－１８１１

トヨタ地域包括支援センター ０５６５－２４－０６２３

地域包括支援センターとよた苑 ０５６５－８７－３７００

みなみ福寿園地域包括支援センター ０５６５－２４－５０００

ほっとかん地域包括支援センター ０５６５－３６－３００６

地域包括支援センターかずえの郷 ０５６５－２１－６７２５

豊田福寿園地域包括支援センター ０５６５－４５－５３５７

みのり園地域包括支援センター ０５６５－５３－６３６１

地域包括支援センターふじのさと ０５６５－７６－５２９４

豊 田 市 

足助・稲武地域包括支援センター ０５６５－６２－０６８３

安 城 市 安城市地域包括支援センター ０５６６－７７－２９４５

西 尾 市 西尾市地域包括支援センター ０５６３－５６－１０２１

蒲郡市東部地域包括支援センター(ふかし) ０５３３－５９－６７９０

蒲郡市中央地域包括支援センター 

（蒲郡市社会福祉協議会） 
０５３３－６９－３９１１

蒲 郡 市 

蒲郡市西部地域包括支援センター（眺海園） ０５３３－５８－１１３３

犬 山 市 犬山市地域包括支援センター 

 

０５６８－６１－１８００

（内線２４８）

常 滑 市 常滑市地域包括支援センター ０５６９－３４－７１２８
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市町村名 名  称 電 話 番 号 

江南北部地域包括支援センター ０５８７－５７－２１５５

江南中部地域包括支援センター ０５８７－５６－１０２９

江 南 市 

江南南部地域包括支援センター ０５８７－５５－９１４３

小 牧 市 小牧市地域包括支援センター ０５６８－７７－２８９３

稲沢地域包括支援センター ０５８７－３３－５４００

小正・下津地域包括支援センター ０５８７－２２－１４８８

明治・千代田地域包括支援センター ０５８７－３６－８３１０

大里地域包括支援センター ０５８７－２３－７７００

祖父江地域包括支援センター ０５８７－９７－２３８１

稲 沢 市 

平和地域包括支援センター ０５６７－４７－１７７６

新 城 市 新城市地域包括支援センター ０５３６－２３－５６１８

知 立 市 知立市地域包括支援センター ０５６６－８２－８８５５

尾張旭市 尾張旭市地域包括支援センター ０５６１－５３－２１１１

高 浜 市 高浜市地域包括支援センター ０５６６－５２－９６１０

岩 倉 市 岩倉市地域包括支援センター ０５８７－３８－０３０３

豊 明 市 豊明市地域包括支援センター ０５６２－９２－１２９８

日進市中部地域包括支援センター ０５６１－７３－４８９０

日進市東部地域包括支援センター ０５６１－７４－１３００

日 進 市 

日進市西部地域包括支援センター ０５２－８０６－２６３７

田原市地域包括支援センターたはら ０５３１－２２－６７８４田 原 市 

田原市地域包括支援センターあつみ ０５３１－３４－６６３０

愛 西 市 愛西市地域包括支援センター ０５６７－２５－５３００

清 須 市 清須市地域包括支援センター ０５２－４０９－９０１０

北名古屋市 北名古屋市地域包括支援センター ０５６８－２３－６１１１

弥 富 市 弥富市地域包括支援センター ０５６７－６５－５５２１

東 郷 町 東郷町地域包括支援センター ０５６１－３８－８５５１

長久手町 長久手町社会福祉協議会 

地域包括支援センター 
０５６１－６４－１１５５

豊 山 町 豊山町地域包括支援センター ０５６８－２８－０９３２

春 日 町 春日町地域包括支援センター ０５２－４０８－０９００

大 口 町 大口町地域包括支援センター ０５８７－９４－２２２７

扶 桑 町 扶桑町社会福祉協議会 

地域包括支援センター 
０５８７－９１－１１７１

七 宝 町 七宝町地域包括支援センター ０５２－４４１－１６９３

美 和 町 美和町地域包括支援センター ０５２－４４６－０６１１

甚目寺町 甚目寺町地域包括支援センター ０５２－４４２－８０３６

大 治 町 大治町地域包括支援センター ０５２－４４２－０８５７

蟹 江 町 蟹江町地域包括支援センター ０５６７－９４－３３２０

飛 島 村 飛島村地域包括支援センター ０５６７－５２－１００１

阿久比町 阿久比町地域包括支援センター ０５６９－４８－０２２９

南知多町 南知多町地域包括支援センター ０５６９－６４－３２６５
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市町村名 名  称 電 話 番 号 

美 浜 町 美浜町地域包括支援センター ０５６９－８３－０２９４

武 豊 町 武豊町地域包括支援センター ０５６９－７４－３３０５

一 色 町 一色町地域包括支援センター ０５６３－７２－９６５４

吉 良 町 吉良幡豆地域包括支援センター ０５６３－６２－６６７７

幸 田 町 幸田町地域包括支援センター ０５６４－６２－７１７１

三 好 町 三好町地域包括支援センター ０５６１－３２－８５００

設 楽 町 設楽町地域包括支援センター ０５３６－６２－１８４８

東 栄 町 東栄町地域包括センター ０５３６－７６－０５０３

豊 根 村 豊根村地域包括支援センター ０５３６－８５－１５６２

音 羽 町 音羽町地域包括支援センター ０５３３－８２－４３５０

小坂井町 小坂井町地域包括支援センター ０５３３－７８－６１２１

御 津 町 御津町地域包括支援センター ０５３３－７５－２０３７

知多北部 

広域連合 

東海市 

大府市 

知多市 

東浦町 

東海北包括支援センター 

東海東包括支援センター 

東海南包括支援センター 

大府東包括支援センター 

大府西包括支援センター 

知多北包括支援センター 

知多南包括支援センター 

東浦包括支援センター 

０５２－６８９－１６０６

０５６２－３１－３３１２

０５２－６０１－５０５０

０５６２－４８－１０５１

０５６２－４５－５４５５

０５６２－３９－２５５１

０５６２－５５－４４５５

０５６２－８２－２９４１

 

（参考）最新の地域包括支援センター一覧表は愛知県健康福祉部高齢福祉課ホームページ参照 

http://www.pref.aichi.jp/korei/yobou/itiran.htm 

 

 

○その他高齢者虐待相談 
 日本高齢者虐待防止センターヘルプライン     ０４２４－６２－１５８５ 
    毎週月、水、金 １０時～４時 

 

名古屋市高齢者虐待相談センター         ０５２－６８３－９００１ 

   (名古屋市障害者・高齢者権利擁護センター内) 
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○愛知県内地方裁判所 

裁 判 所 名 電 話 番 号 

名古屋地方裁判所 ０５２－２０３－１６１１（代表） 

名古屋地方裁判所 執行部 ０５２－２０５－１２３１（訟廷事務室 分室） 

名古屋地方裁判所 一宮支部 ０５８６－７３－３１０１（代表） 

名古屋地方裁判所 半田支部 ０５６９－２１－０２５９（代表） 

名古屋地方裁判所 岡崎支部 ０５６４－５１－４５２１（代表） 

名古屋地方裁判所 豊橋支部 ０５３２－５２－３１４１（代表） 

 

○愛知県内家庭裁判所 

裁 判 所 名 電 話 番 号 

名古屋家庭裁判所 ０５２－２２３－３４１１（代表） 

 家事部後見センター ０５２－２２３－３４１１（代表） 

名古屋家庭裁判所 一宮支部 ０５８６－７３－３１９１（庶務課） 

名古屋家庭裁判所 半田支部 ０５６９－２１－１６１０（庶務係） 

名古屋家庭裁判所 岡崎支部 ０５６４－５１－４５２１（代表） 

名古屋家庭裁判所 豊橋支部 ０５３２－５２－３２１２（庶務課） 

  裁判所ホームページ http://www.courts.go.jp /nagoya/ 

 

○地域福祉権利擁護事業受託社会福祉協議会等（基幹型社会福祉協議会等） 

基幹型社会福祉協議会名 電 話 番 号 担 当 地 域 

豊橋市社会福祉協議会 ０５３２－５４－０２９４ 豊橋市、田原市 

岡崎市社会福祉協議会 ０５６４－２３－８７０５ 岡崎市、幸田町 

一宮市社会福祉協議会 ０５８６－２４－２９４０ 一宮市、稲沢市 

瀬戸市社会福祉協議会 ０５６１－８４－２０１１
瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、東郷町、

長久手町 

春日井市社会福祉協議会 ０５６８－８５－４３２１ 春日井市、犬山市 

豊川市社会福祉協議会 ０５３３－８３－５２１１ 豊川市、蒲郡市、音羽町、小坂井町、御津町

津島市社会福祉協議会 ０５６７－２５－８４１１
津島市、愛西市、弥富市、七宝町、美和町、

甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村 

豊田市社会福祉協議会 ０５６５－３２－４３４１ 豊田市、三好町 

安城市社会福祉協議会 ０５６６－７２－０１２３ 安城市、碧南市、刈谷市、知立市、高浜市 

西尾市社会福祉協議会 ０５６３－５６－５９００ 西尾市、一色町、吉良町、幡豆町 

常滑市社会福祉協議会 ０５６９－３４－４０１８
常滑市、半田市、東海市、大府市、知多市、

阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊

町 

小牧市社会福祉協議会 ０５６８－７７－０１２３ 小牧市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町 

新城市社会福祉協議会 ０５３６－２３－５６１８ 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 

北名古屋市社会福祉協議会 ０５６８－２６－２７００ 北名古屋市、清須市、豊山町、春日町 
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○成年後見制度について 
 １ 法務省民事局  ０３－３５８０－４１１１（代） 

    制度の問い合わせ：民事局参事官室 

    裁判所ホームページ内「家事事件」 

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/index.html 

 

２ 成年後見登記制度について 

   法務省民事局 ０３－３５８０－４１１１（代） 

    登記制度の問い合わせ：民事局第一課 

  

３ 東京法務局民事行政部後見登録課 ０３－５２１３－１２３４（代） 

    登記インフォメーションサービス  

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 

では、成年後見制度，成年後見登記制度に関する説明，登記関係の申請用紙が用意

されており、インターネット又は電話によって調べることができます。 

 

４ 申立書類を入手する 

    家事手続案内サービス ０５２－２３２－７６６６（名古屋家裁本庁） 

    音声 FAX案内 申立書  

0342 0558   0772  後見開始の審判    

0343 0559   0773  保佐開始の審判   

0344 0560   0774  補助開始の審判  

 

５ 愛知県外の裁判所の家事手続案内サービスは・・・ 

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_09_01.html 

 

６ 書式のダウンロード等 

    家庭裁判所や支部の間で，必要書類が違うことがあります。ご注意ください 

    申立書のダウンロード（全国共通） 

http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index_kazisinpan.html 

    各種目録のダウンロード（名古屋家裁管内） 

http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html 

    申立書・各種目録のダウンロード（岐阜家裁管内） 

http://www.courts.go.jp/gifu/saiban/syosiki/index.html 

（名古屋家裁，岐阜家裁には書式例がありますが，津家裁にはありません） 
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○弁護士等相談機関 
１ 愛知県弁護士会 アイズ 

    http://www.aiben.jp/page/frombars/katudou/k-09aiz/aiz_00.html 

   （来所相談）・・・予約制，相談料（３０分）５，２５０円（消費税込み） 

      〒460-0008 名古屋市中区栄４－１－１中日ビル３階  

      予約受付：月曜日～金曜日 午前１０時～午後５時 

           土・日・祝日  午前１０時～午後４時３０分 

           ０５２－２５２－００４４（栄法律相談センター） 

   （出張相談）・・・相談料１回あたり１０，５００円（消費税込み）。交通費・実費別 

      予約受付：月曜日～金曜日 午前１０時～午後４時 

           ０５２－２０３－２６７７（アイズ事務局） 

   （電話相談）・・・無料，１５分程度の簡単な相談が原則 

      受付時間：毎週火・木曜日（祝日を除く） 

           午前１０時１５分～午後１時 

           ０５２－２５２－００１８（相談専用電話） 

   （福祉関係者向けファクス相談）「ほっとくん」 

      専用ＦＡＸ ０５２－２０３－２６７７ 

      相談申込書のダウンロード 

http://www.aiben.jp/page/frombars/katudou/k-09aiz/news/news02/Hot_moushikomi.pdf 

 

〈相談機関／成年後見人等推薦・支援団体〉 

 １ 愛知ぱあとなあセンター（社団法人愛知県社会福祉士会） 

http://www.mmjp.or.jp/acsw/ 

     事務所 〒460-0012名古屋市中区千代田5-21-3サンマンション鶴舞402号 

TEL ０５２－２６４－０６９６  

FAX ０５２－２６４－０６９５  

受付時間：月～金 午前１０時～１２時 午後１時～５時) 

   

２ アイズ（愛知県弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター） 

    http://www.aiben.jp/page/frombars/katudou/k-09aiz/aiz_00.html 

事務局 〒460-0002名古屋市中区三の丸一丁目4番2号愛知県弁護士会館内 

０５２－２０３－２６７７  

  

３ リーガルサポートセンター 愛知支部 

（社団法人成年後見センター・リーガルサポート） 

http://www.legal-support.or.jp/ 

     事務所 〒456-0018名古屋市熱田区新尾頭一丁目12番3号 

           愛知県司法書士会館 

０５２－６８３－６６９６ 

 

〈その他相談機関〉 

１ 日本司法支援センター 愛称「法テラス」のご案内 

業務時間：平日9：00～17：00 

【無料法律相談】・収入が一定基準以下の少ない方が対象となります。 

        ・相談時間は３０分程度 

        ・相談は同一案件につきお一人３回まで 
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法テラス愛知 

      ０５０－３３８３－５４６０ 

      〒460-0008 名古屋市中区栄4－1－8 栄サンシティービル15階 

     【相談】（いずれの相談も祝日を除く） 

      ①一般相談 

       相 談 時 間：毎週月～金曜日／9：00～17：00 

       相談の種類：離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・不動産など 

             民事全般 

      ②高齢者・障害者出張法律相談 

       相談の種類：高齢者・障害者の方で来所が困難な方が自宅や入所施設で無料相

談が受けられる制度です。  

      ◎予約方法：事前電話予約制 

    

 法テラス三河 

      ０５０－３３８３－５４６５ 

      〒444-0059 岡崎市康生通西3-5 森岡崎ビル２階 

      【相談】（祝日を除く） 

       ・一般相談 

        相 談 時 間：毎週木曜日／9：00～17：00 

相談の種類：離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・不動産など民事全般 

       ◎予約方法：事前電話予約制 

 

 

○ドメスティックバイオレンス・女性保護団体関係 
 １ 愛知県女性総合センター 相談センター   ０５２－９６２－２６１４ 
    URL:http//www.pref.aichi.jp/top/soudan/index.html 

    ウィル愛知 名古屋市東区堅杉町１ 

     火曜日～日曜日 ９時～１２時、１２時４５分～１６時３０分 

            （ただし、土・日は１６時まで） 

  

２ 愛知県女性総合センター ＤＶ専門相談   ０５２－９６２－２５６８ 

    ウィル愛知 名古屋市東区堅杉町１ 

     土曜日     １４時～１５時３０分（１人３０分以内） 

  

３ 愛知県女性相談センター女性悩みごと相談  ０５２－９１３－３３００ 

    名古屋市北区大野２－４ 

     月～金曜日   ９時～２１時（祝日は除く） 

 

４ 名古屋法務局 女性人権ホットライン    ０５２－９５２－８１８８ 
     平日      ８時３０分～１７時 
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○警察相談電話 
（ＵＲＬ：http://www.pref.aichi.jp/police/soudan/dial/index.html） 
１ 警察安全相談専用電話    （プッシュ回線）♯９１１０ 

０５２－９５３－９１１０ 
    月～金曜日     ９時～１７時（祝日は除く） 
  
２ ストーカー１１０番     ０５２－９６１－０８８８（２４時間受付） 

 
 ３ 悪質商法１１０番      ０５２－９５１－４１９４ 
    月～金曜日     ９時～１２時 １３時～１７時（祝日は除く）  
                 
４ 愛知県警察本部ハートフルライン（こころの悩み相談）０５２－９５４－８８９７ 

     月～金曜日     ９時～１７時（祝日は除く） 

 

○各警察署生活安全課（暴力被害・告訴・保護命令に関することなど） 

警察署名 担 当 地 域 電 話 番 号 

守 山 尾張旭市 ０５２－７９８－０１１０ 
愛 知 豊明市、日進市、東郷町、長久手町 ０５６１－３９－０１１０ 
瀬 戸 瀬戸市 ０５６１－８２－０１１０ 
春 日 井 春日井市 ０５６８－５６－０１１０ 
小 牧 小牧市 ０５６８－７２－０１１０ 
西枇杷島 清須市、北名古屋市、豊山町、春日町 ０５２－５０１－０１１０ 
江 南 江南市、岩倉市、大口町 ０５８７－５６－０１１０ 
犬 山 犬山市、扶桑町 ０５６８－６１－０１１０ 
一 宮 一宮市 ０５８６－２４－０１１０ 
稲 沢 稲沢市 ０５８７－３２－０１１０ 
津 島 津島市、愛西市、大治町、七宝町、甚目寺町、美和町 ０５６７－２４－０１１０ 
蟹 江 弥富市、蟹江町、飛島村 ０５６７－９５－０１１０ 
半 田 半田市、阿久比町、武豊町、東浦町、南知多町、美浜町 ０５６９－２１－０１１０ 
東 海 東海市、大府市 ０５６２－３３－０１１０ 
知 多 知多市 ０５６２－３６－０１１０ 
常 滑 常滑市 ０５６９－３５－０１１０ 
刈 谷 刈谷市 ０５６６－２２－０１１０ 
碧 南 碧南市、高浜市 ０５６６－４６－０１１０ 
安 城 安城市、知立市 ０５６６－７６－０１１０ 
西 尾 西尾市、一色町、吉良町、幡豆町 ０５６３－５７－０１１０ 
岡 崎 岡崎市、幸田町 ０５６４－５８－０１１０ 
豊 田 豊田市（旧東加茂郡を除く）、三好町 ０５６５－３５－０１１０ 
足 助 豊田市（足助地区、下山地区、旭地区、稲武地区） ０５６５－６２－０１１０ 
設 楽 設楽町、東栄町、豊根村 ０５３６－６２－０１１０ 
新 城 新城市 ０５３６－２２－０１１０ 
豊 川 豊川市、音羽町、小坂井町、御津町 ０５３３－８９－０１１０ 
蒲 郡 蒲郡市 ０５３３－６８－０１１０ 
豊 橋 豊橋市 ０５３２－５４－０１１０ 
田 原 田原市 ０５３１－２３－０１１０ 
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○その他 
 １ 認知症介護研究・研修大府センター 愛知県認知症介護支援電話相談 
    月・水曜日   １０時～１６時（祝日は除く）  ０５６２－４４－５７４６ 
 
 ２ 認知症の人と家族の会 認知症介護相談  
    月～金曜日   １０時～１６時（祝日は除く）  ０５６２－３１－１９１１ 
                 
 ３ 介護支え合い相談 
    月～金曜日   １０時～１５時（祝日は除く）  ０１２０－０７０－６０８ 
  
４ 名古屋いのちの電話                ０５２－９７１－４３４３ 

（精神的な危険にある人の相談） 
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（４）様式等一覧 

① 高齢者虐待受付票                               

 
受付日 平成  年  月  日（ ）  受付  ：  ～   ： 

通報受付者 
被虐待者 
氏名               年  月  日生  歳 ℡（自宅） 
住所                           ℡（緊急）  
介護保険 （なし・ あり 要介護度  ）    自立度      認知度     

 
通報者（ 面接 ・ 電話 ） 
氏名            住所              ℡ 
通報者は      実際に目撃している  本人の訴えや状況から   関係者（  ）から聞いた
虐待者に      この通報を （承知・拒否・知らせていない） 
被虐待者との関係 本人（ ）家族（ ）親類（ ）近隣（ ）民生委員（ ）医療機関（ ） 

警察（ ）居宅支援事業所（ ）サービス事業所（ ）施設（ ）行政（ ） 
地域包括支援センター（ ）その他（       ） 

 
虐待内容 
いつから どこで  
誰によって どんなふうに 
どうされたか 頻 度 
介護者の様子 類 型 １ 身体的 ２ 心理的 ３ 性的   

４ 経済的 ５ 介護放棄 ６自己放任 
 
関わっている関係機関及び経路（事実を認識しているところ） 
本人（ ）家族（ ）親類（ ）近隣（ ）民生委員（ ）医療機関（ ）警察（ ） 
居宅支援事業所（ ）サービス事業所（ ）施設（ ）行政（ ） 
地域包括支援センター（ ）その他（       ） 

 
虐待者の状況 
虐待者        （男・女） 続柄   年齢   歳  精神疾患 無・有 

 息子 娘 嫁 夫 妻 その他（   ） 
同居       
非同居        

経済状況        虐待の背景  
虐待のレベル判断 
1 虐待には至ってないが、虐待発生のリスクがあり、高齢者、介護者の状況から判断して、このままでは人間関係が悪化する。ま

たは介護不十分な状態になる恐れがあると認められた状況。 

2 介護ストレスや人間関係の悪化などにより、不適切な介護状況であり、虐待が生じている状況。 

3 生命の危機・重大な健康被害の恐れがあり、高齢者に治療・保護が必要な状況。 

「備考」高齢者虐待リスクアセスメント合計点    点（合計が５点以上で虐待要注意） 
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相談記録                      氏 名    

年月日 相談事項 内    容 方向性 
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② 被虐待者確認票      
 

  受付日平成 年  月  日 

相談者名：              被虐待者との関係：  
被虐待者名：                 受付者名： 

虐待を知った当時の具体的な状況について、該当する項目にレ印をつけてください  

被虐待者自身の様子 
（該当項目にﾁｪｯｸ） 

 
【身体的虐待】

【介護、世話の放棄・放任】 

□ 説明のつかないけがをしている、あるいは治療されていない傷がある 
（切り傷、噛み傷、刺し傷、すり傷、出血、打撲、火傷、捻挫、脱臼、骨折、痣など） 
□ 衰弱、栄養不良の状態にある   □脱水状態にある 
□ 異常な体重の減少がみられる 
□ 身体に縛られた跡や拘束された証拠がある 

 
 
 
 
【介護、世話の放棄・放任】 

□ 髪が伸び放題で汚れている    □ひげが伸びている 
□ 爪が伸びて汚れている      □褥瘡がある 
□ 悪臭がする           □食事をとっていない 
□ 必要な医療を受けていない    □必要な薬を飲んでいない 
□入れ歯、補聴器、メガネ等がない、あるいは壊れている 

 
 
 
 
【介護、世話の放棄・放任】 

□ 衣服を着用していない 
□ いつも同じ服を着ている 
□ 衣服が汚れたり、破れている 
□ 季節に合った衣服を着用していない 
□ オムツが交換されていない 

 
 
 

【性的虐待】 

□ 陰部に説明のできない出血、すり傷や痣がある 
□ 発疹や異常な分泌物、さらに陰部の痛みやかゆみ等の症状がある 
□ 理由もなく入浴や排泄などの介助を突然拒む 
□ 性病にかかっている 

被虐待者の住環境の様子 
（該当項目にﾁｪｯｸ） 
 
 
【介護、世話の放棄・放任】 

□ 必要な冷暖房設備がないか、壊れたままになっている 
□ 部屋が汚れている（ゴミが片付けられていない、害虫・ネズミがいる） 
□ 部屋の外から鍵がかけられている 
□ 排泄物の処理がされていない 
□ 悪臭がする       □家に入れてもらえない 

被虐待者の経済的状態 
（該当項目にﾁｪｯｸ） 
 

【経済的虐待】 

□ 自分の生活や介護のための十分なお金を持っていない 
□ 必要なものが買えない 
□ 電気、ガス、水道のいずれかがとめられている 
□ 家賃を滞納している 

被虐待者の心理的状態 
（該当項目にﾁｪｯｸ） 
 
 
 
 

【心理的虐待】 

□ 表情がない       □うつむいている 
□ 笑顔がない       □反応しようとしない 
□ 涙ぐむ、泣く、絶望あるいは動揺がみられる 
□ 会話に参加しない    □心配そうな様子をしている 
□ 落ち込んでいる     □家族の顔色をうかがう 
□ 家族を避けようとする  □家に帰ろうとしない 
□ 質問しても「はい」「いいえ」等の短い答えしか返さない 

虐待者の様子 
（該当項目にﾁｪｯｸ） 

□ 高齢者に対する質問に介護者が全て答えてしまう 
□ ワーカーに対して非協力的である 
□ 高齢者に面会させない 
□ 訪ねても家にいない   □居留守をつかう 

※その他 上記項目以外の様子で、特に気になる状況等があればご記入ください。 
 

 

- 127 - 



③ 高齢者虐待リスクアセスメント表（名古屋市作成） 

①評価日 ： 平成   年   月   日

②評価日 ： 平成   年   月   日

介護者名 :  対象高齢者名 ： ③評価日 ： 平成   年   月   日

項      目 1 2 3 ①評価 ②評価 ③評価 
C J ・ A （1）日常生活自立度 B 

（2）問題行動 無 有 

（3）経済状態(支援者の主観） 良い 普通 悪い 

高 
齢 どちらとも

 （4）家族との人間関係 良い 悪い 者 いえない

どちらとも

 
（5）要介護状態以前の 

いえない 良い  家族との人間関係 
悪 い 

 
 
（6）介護負担感 無 有 

有 無 （7）他家族の介護の協力 
主 
介 （8）生活状態 怠惰でない 怠惰である 
護 
者 
（9）介護サービス受け入れ いやいや

積極的 
拒否 

(10)家族の飲酒問題 無 有 

合      計 

アセスメント者 

虐待の種類 

 虐待の種類 ： 身：身体的 ・ 心：心理的 ・ 経：経済的 ・ 介：介護放棄 ・ 性：性的 

  

※合計が 5点以上で虐待要注意（名古屋市高齢者虐待調査研究会より） 
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    高 齢者虐待 リスクアセス メン ト表記入要領

【リスクアセスメン ト表の活用方法 】
　　リスクアセスメン ト表 を作成 し、その家庭にどれだけの虐待に関するリスクがあるのかを確認

　します 。点数の合計が ５点以上となった場合 、『虐待要注意 』とな ります 。これは 、点数が高いか
　らとい って必ずしも虐待があるとい うわけではありません （逆に点数が低 くても虐待がないわけ
　ではありません ）が 、点数が高いほど虐待の発生が高 くなる可能性がありますので、注意が必
　要 と考えられます 。

　　ただし、リスクアセスメン ト表はあ くまでも虐待対応への指標であって、各項目の問題を解決
　するだけでは虐待の解決に結びつかないこともあ ります 。一見 、第三者にはわからない問題が
　潜在 している可能性もありますので、十分調査を行ったうえで 、適切な対応が必要です 。

注意事項

（1）　障害高齢者の日常生活自立度

 判断基準

① 　この判定基準は 、地域や施設等の現場において、何 らかの障害を有する高齢者の日常
生活自立度を客観的かつ短時間に判定することを目的 として作成 したものです 。

② 　判定に際 しては 「～ をすることができる 」とい った 「能力 」の評価ではな く「状態 」、特 に移
動に関わる状態像に着目して 、日常生活の自立度の程度を４段階にランク分けすることで
評価するもの とします 。なお 、本基準においては何 ら障害を持たない高齢者は対象としてい
ませんが 、リスクアセスメン ト表においては 、「ランクＪ」を選択 します 。

何 らかの障害を有するが 、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。

　　１．交通機関等を利用 して外出する

　　２．隣近所へなら外出する

　　屋内での生活は概ね自立しているが 、介助なしには外出 しない

　　１．介助により外出 し、日中はほ とんどベッドか ら離れて生活する

　　２．外出の頻度が少な く、日中 も寝た り起きた りの生活をしている

屋内での生活は何らかの介助を要 し、日中 もベッド上での生活が主体であるが 、座位を保つ 　

　　１．車 イスに移乗 し、食事 、排泄はベッドか ら離れて行 う

　　２．介助により車いすに移乗する

１日中ベッド上で過ごし、排泄 、食事 、着替において介助を要する

　　１．自力で寝返 りをうつ

　　２．自力では寝返 りもうたない

※ 　判定にあたっては 、補装具や自助具等の器具を使用 した状態であっても差 し支えない 。

（２ ）　問題行動   

 判 断基準
　　 下記の項目に １つでもチ ェックがあれば 、「有 」を選択する
　　　　 ・作話 　 ・幻視幻聴 ・感情が不安定 ・被害的

　　　　 ・暴言暴行 ・同 じ話をする ・大声を出す ・昼夜逆転

　　　　 ・常時の徘徊 ・落 ち着きなし ・外出 して戻れない ・不潔行為

　　　　 ・介護に抵抗 ・火の不始末 ・物や衣類を壊す ・収集癖

　　　　 ・暴飲暴食 ・性的迷惑行為 ・一人で出たがる

寝
た
き
り

　リスクアセスメン ト表の作成にあたっては 、高齢者及び介護者の経済
状況等 、対象者の主観的な要因を含む項目については 、すでに把握 し
ている情報を勘案 して 、作成者の判断で記入すること

ラ
ン
ク
J

ラ
ン
ク
A

ラ
ン
ク
B

ラ
ン
ク
C

生
活
自
立

準
寝
た
き
り
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（３）　本人の経済状態

 判断基準
高齢者本人が自分の経済状態についてどう思っているかで判断する

（４）　家族との人間関係

 判断基準
 家族との人間関係の良し悪しについて判断する

＜良い例＞　 ＜悪い例＞

・家族と一緒にいるとき表情が明るい ・家族と一緒にいるとき表情が硬い

・家族との会話がある ・家族との会話が少ない

・お互いの悪口を言わない ・お互いの悪口を言う

・険悪な雰囲気がない ・険悪な雰囲気がある

（５）　要介護状態になる前の家族との人間関係

 判断基準

高齢者本人や介護者の訴えや会話から家族との人間関係の良し悪しについて判断する

＜良い例＞　 ＜悪い例＞

・楽しい思い出話をする ・本人が虐待をしていた（いじめを含む）

・昔のお互いをほめる言葉を聞く ・本人が浮気をしていた

・会話の表情や口調が柔らかい ・本人の収入が少なく家族が苦労した

・本人が家族を顧みなかった

（６）　介護の負担感

 判断基準
下記の項目に１つでもチェックがあれば、「有」を選択する

・疲れている、睡眠時間が取れない ・本人との関係がうまくいかない　　　

・健康に不安がある、体調が悪い ・その他介護者の訴え

・精神的ゆとりがない、不安やイライラがある ・相談相手がいない

・介護を代わってくれる人がいない

・外出する時間が無い、家族との時間・自分の時間が持てない

（７）　主介護者に対する他の家族の協力

 判断基準

同居、別居にかかわらず、家族（内縁を含む）の協力、介護の代替があるかどうか。
家族とは、原則的には、夫婦、親子等を言い、介護に対する協力があるかないかで判断する
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（8）　主介護者が怠惰な生活をしている

 判断基準

　　　　　　　主介護者が怠惰な生活をしているかどうか

同居家族がいない場合は、「していない」とする。

＜怠惰な生活とは下記のようなことが（週１～２回以上）に見られる場合＞

・ギャンブルに没頭している　 ・酒びたりになっている

・生活能力がない ・一日中パジャマでいる

・家事が不十分 ・規則正しい生活ができない

（9）　主介護者の介護サービス受け入れの状況

判断基準

主介護者のサービスの受け入れの積極度について問う

＜積極的＞

自ら進んで助言を受け入れようとする場合　　　　

主介護者がいない場合「積極的」を選択する

本音がわからず、判断に迷う場合は「積極的」を選択する

＜勧められていやいや＞

他の人に勧められて受け入れる場合　

＜拒　否　＞
受け入れない場合

（10）　家族の飲酒問題

 判断基準

　　　　　　　同居家族に飲酒による問題行動（暴力、暴言、暴れるなど）を起こす人の有無を尋ねる

同居家族がいない場合は「無」を選択する。

（名古屋市高齢者虐待調査研究会より改変）  
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④ ○○市（町村）高齢者虐待防止ネットワーク会議 事例検討 

                   会議開催日：平成 年 月  日 
                   開催会場：       
                   開催時間： 

出席者（                    ）     記載者（        ） 
相談経路 いつごろから始まったか 

本人の状況（イニシャルで）・年齢・性別 

                 歳 男 ・ 女 

主疾患治療状況 

日常生活自立度 

 

介護認定 

 
認知症の有無 

あり・なし 

世帯構成及び関係者エコマップ 

         

  

生活暦（社会とのつながり、経済状況） 

家族の状況    

 

虐待の状況 

高

齢

者

の

状

況 
 

その他の特記事項 

これまでの取り組み（経過） 

 

課題・問題点 

検討分析 

今後支援方針 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議 

各関係機関の役割 
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○○市（町村）高齢者虐待防止ネットワーク会議 事例検討（2回目以降）： 

会議開催日：平成 年 月  日 

開催時間 

開催会場 

出席者 
 

記載者 

世帯構成及び関係者エコマップ 

         

  

これまでの取り組み（経過） 

 

 

 

課題・問題点 

論点： 

検討分析 

今後支援方針 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議 

各関係機関の役割 

会議開催日：平成 年 月  日 

開催時間 

開催会場 

出席者 
 

記載者 

世帯構成及び関係者エコマップ 

         

  

これまでの取り組み（経過） 

 

 

 

課題・問題点 

論点： 

検討分析 

今後支援方針 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議 

各関係機関の役割 
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（５）参考：厚生労働省マニュアル目次 

 

〔 ＵＲＬ： http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/boushi/060424 〕 

 
Ⅰ 高齢者虐待防止の基本 
１ 高齢者虐待とは 
  １．１ 高齢者虐待防止法の成立 
  １．２ 「高齢者虐待」の捉え方 
  
２ 高齢者虐待の実態 
  ２．１ 高齢者虐待の主な種類 
  ２．２ 虐待の発生要因 
  ２．３ 虐待者・被虐待者の特徴 
  
３ 高齢者虐待の防止等に対する各主体の責務等 
  ３．１ 国及び地方公共団体の責務等 
  ３．２ 国民の責務 
  ３．３ 保健・医療・福祉関係者の責務 
  ３．４ 市町村の役割 
  ３．５ 都道府県の役割 
  ３．６ 国及び地方公共団体の役割 
  ３．７ 養介護施設の設置者、養介護事業者の責務 
  
４ 高齢者虐待の防止に向けた基本的視点 
  ４．１ 基本的な視点 
  ４．２ 留意事項 
 
Ⅱ 養護者による虐待への対応（市町村における業務）  
１ 高齢者虐待防止ネットワークの構築 
  
２ 組織体制 
  ２．１ 組織体制 
  ２．２ 事務の委託 
  
３ 高齢者虐待の防止・早期発見のための取組 
  ３．１ 発生予防の重要性（リスク要因を有する家庭への支援） 
  ３．２ 発生予防・早期発見のための取組 
  
４ 養護者による高齢者虐待への具田的な対応 
  ４．１ 高齢者虐待の発見 
  ４．２ 相談・通報・届出への対応 
  ４．３ 事実確認及び立入調査 
  ４．４ 援助方針の決定、援助の実施、再評価 
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５ 養護者（家族等）への支援 
  ５．１ 養護者（家族等）支援の意義 
  ５．２ 養護者支援のためのショートステイ居室の確保 
６ 財産上の不当取引による被害の防止 
Ⅲ 市町村と地域包括支援センターの関係 
 １ 基本的考え方 
  
２ 地域包括支援センターに業務委託した場合の市町村及び地域包括支援 
センターの役割 

 
Ⅳ 養介護施設従事者による虐待への対応 
   
  ～省略～ 
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